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相互関税の大統領令・ファクトシートの要旨1
◼ 米国東部時間4月5日午前0時1分から、全ての国から輸入される全ての品目に10％のベースライン関

税を課す。

◼ 米国東部時間4月9日午前0時1分から、 57 の国・地域に対してはそのベースライン関税を、それぞれ
設定した関税率まで引き上げる「相互関税」を課す。例えば中国に対しては34％、EUは20％、日本は
24％など（これらの国以外は、10％のベースライン関税が適用）。

◼ 輸入申告額が800ドル以下の少額貨物の輸入に対して、関税支払いなどが免除されるデミニミスルール
は、商務長官が大統領に対して、「関税を完全かつ迅速に処理し徴収する適切なシステムが整ってい
る旨を通知するまで」利用可能。

◼ 今回の関税措置は、大統領が貿易赤字およびその根底にある非相互的待遇がもたらす脅威が解決、ま
たは緩和されたと判断するまで有効。

◼ 貿易相手国が報復措置を取った場合、大統領は関税率を引き上げられる。反対に、貿易相手国が非相
互的な貿易関係の是正に向けた重要な措置を講じ、経済および国家安全保障問題で米国と足並みを揃
えた場合は関税を引き下げられる。

◼ 次の品目は今回の関税措置の対象外。（1）個人手荷物など合衆国法典第50編第1702条（b）の対象
品目、（2）1962年通商拡大法232条に基づき追加関税の対象となっている鉄鋼・アルミニウム製品
および自動車・同部品、（3）銅、医薬品、半導体、木材製品、（4）将来的に232条関税の対象とな
る可能性のある全ての品目、（5）地金、（6）米国で入手できないエネルギー、特定鉱物。

◼ カナダおよびメキシコに対しては、不法移民やフェンタニルの流入を理由としたIEEPAに基づく追加
関税を課しているため、今回の関税措置は適用されない。つまり、3月4日以降課されている、国際緊
急経済権限法（IEEPA）に基づく関税措置が継続される。

◼ カナダとメキシコに対するIEEPAに基づく関税措置では、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の
原産地規則（ROO）を満たす製品は関税なしとなるが、ROOを満たさない場合は25％の追加関税が
課される。ただし、このIEEPAに基づく措置が終了した場合、ROOを満たさない両国原産品には12％
の相互関税が課される（ROOを満たす製品には、引き続き関税は賦課されない）。

（出所）米国政府公開資料（大統領令、ファクトシート）

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and-persistent-annual-united-states-goods-trade-deficits/
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/
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相互関税対象国・地域ごとの追加関税率2

（出所）米国政府公開資料

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/04/Annex-I.pdf
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自動車関税の要旨3
＜自動車＞

◼ 米国東部時間2025年4月3日午前0時1分以降に通関する、乗用車〔セダン、多目的スポーツ車
（SUV）、クロスオーバーSUV、ミニバン、カーゴバン〕、小型トラックに対して、25％の追加関税
が課される。

◼ 対象品目のHTSコードは官報付属書1（Annex 1）の（b）を参照。ただし、対象品目のうち、米国・
メキシコ・カナダ協定（USMCA）の自動車原産地規則を満たす車両については、非米国産部品の価格
に対してのみ追加関税が課される。非米国産部品に対する追加関税は、追加関税を適用するプロセス
が確立されたと商務長官が官報で公示するまで、追加関税の適用対象外とする。

追加関税対象となる自動車のHSコード

（出所）米国政府公開資料

https://www.federalregister.gov/public-inspection/2025-05930/automobiles-and-automobile-parts-imports-into-us-adjustment-proc-10908
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自動車部品関税の要旨4
＜自動車部品＞

◼ 米国東部時間2025年5月3日午前0時1分以降に通関する、エンジン・エンジン部品、トランスミッ
ション・パワートレイン部品、電子部品などに対して25％の追加関税が賦課される。対象品目のHTS
コードは官報付属書1の（g）を参照。

◼ ただし、自動車同様に、対象品目のうち、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の自動車原産地規
則を満たす車両については、非米国産部品の価格に対してのみ追加関税が課される。非米国産部品に
対する追加関税は、追加関税を適用するプロセスが確立されたと商務長官が官報で公示するまで、追
加関税の適用対象外とする。

追加関税対象となる自動車部品のHSコード

◼ 米国税関・国境警備局（CBP）は4月2日、自動車・同部品の米国輸入に対する232条関税について、
輸入業者向けのガイダンスを発表している。関税の払い戻し（ドローバック）が適用されないなどが
定められている。

（出所）米国政府公開資料

https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3da18a1?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
https://www.federalregister.gov/public-inspection/2025-05930/automobiles-and-automobile-parts-imports-into-us-adjustment-proc-10908
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続・追加関税対象の自動車部品5
追加関税対象となる自動車部品のHSコード

（出所）米国政府公開資料

https://www.federalregister.gov/public-inspection/2025-05930/automobiles-and-automobile-parts-imports-into-us-adjustment-proc-10908
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本日の講演内容、資料は情報提供を目的に作成したものです。主催機関および講師は資料作成にはできる限り正確に記載するよう努力しておりますが、その

正確性を保証するものではありません。本情報の採否はお客様のご判断で行ってください。また、万一不利益を被る事態が生じましても主催機関及び講師は
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